
春日市男女共同参画苦情処理制度

他の機関に権限があることや、すでに他の機関で決定したこと
判決、採決などにより確定した事案に関すること
裁判所において係争中のこと、または行政庁において不服申し立ての審理中の事案に関すること
国会または地方公共団体の議会に請願、陳情などを行っていること
苦情処理委員が行った苦情などの申し出の処理に関すること
その他、処理することが適当でないと苦情処理委員が認めること

問合せ
申出先

春日市 人権男女共同参画課 〒816-0832 春日市光町1-73 春日市男女共同参画・消費生活センターじょなさん

Tel 092-584-1201 Fax 092-584-1181 Mail  jyonasan@city.kasuga.fukuoka.jp

春日市 男女共同参画苦情処理制度
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「苦情処理委員」が本人や関係者（相手方）からお話を伺い、
男女共同参画の視点から公平・公正に検討し、迅速に処理します。

申出書は
こちらから
ダウンロード申

し
出
の
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• 施策の改善
• 勧告/調整
• 是正の要請 など

市・他機関申出人
市民、または

事業者等

申請書提出
郵送または持参
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処理結果の通知、助言




